
 

 

令和５年１１月１日現在 

 

新型コロナウイルスについては 5 月 8 日から 5 類感染症への位置づ

けとされ、基本的な感染対策は個人や事業者の判断にゆだねられること

となりました。 

連合会では、これまでの取組を生かした自主的な感染対策をとりつつ

各種講習は予定通り実施することとします。 

受講生の皆様には、発熱等により新型コロナ感染が心配される場合も

考えられますので、その場合についての取扱いを下記(２)の通りとさせ

ていただきますのでよろしくお願い致します。 
 

「新型コロナウイルス感染症の対応について」はここをクリックしてください 

 

今後の取扱いについて  

（１） まん延防止措置期間中の取扱い(直前の受講日変更)は終了しております。 

  （従来通り、2 週間以上前のお申し出により受講日変更の取扱いを行っています。） 

（２） 発熱等の風邪症状がみられる方は受講を見合わせてください。 

講習開始時刻までに当連合会へご連絡をお願いします。その際、病院を受診され、後日、

診療の明細のわかる書類を提出いただきますと、次回以降の講習への受講日の変更措置を行

います。 

(注：令和５年１１月１日以降は、「事業主の証明による取扱い」は廃止します。) 

http://www.hyogo-roki.or.jp/shinchaku-rengokai/0107jukoushahe.pdf

